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制度の利用場面例

１ 公共事業を進めるために土地を買い取りたいが、登記簿上の所有
者（個人）と連絡が取れない。

⇒不在者財産管理制度（不在者財産管理人選任申立て）

２ 地元から対応の要望があった建物は「特定空家等」に認定されて
いるものの所有者は所在不明で、行政代執行までは時期尚早と考え
られる。

⇒不在者財産管理制度（不在者財産管理人選任申立て）

３ 地元から近隣の空き地にゴミが廃棄されていたり雑草が繁茂して
いたりすることについて相談があったが、空き地の所有者は死亡し、
相続人は全員相続放棄している状態である。

⇒相続財産清算制度（相続財産清算人選任の申立て）

４ 空き家の利活用を検討している民間団体から相談を受けたが、取
得を希望している空き家の所有者は稼働していない株式会社で連絡
が取れない。

⇒会社清算制度（清算人選任の申立て）



所有者が不明な場合に利用できる従来の制度

１ 不在者財産管理制度

所有者不明の全財産を管理する制度。家庭裁判所が選任した管理人が
財産を管理する。利害関係人・検察官が申立て可。

※空家特措法・所有者不明土地特措法により市町村長に申立権あり

２ 相続財産清算制度（従来の相続財産管理制度）

相続放棄等により相続人が不存在の場合に、全ての相続財産を清算す
る制度。家庭裁判所が選任した清算人が債務を弁済し、残余財産を国庫
に帰属させる。利害関係人・検察官が申立て可。

※空家特措法・所有者不明土地特措法により市町村長に申立権あり

３ 会社清算制度

会社解散後、債権債務を整理し、法人の残余財産を分配する制度。利
害関係人（債権者・株主等）が申立て可。

４ 略式代執行



従来の制度のメリット・デメリット
■不在者財産管理制度・相続財産清算制度

【メリット】 ①遺産分割に対応可

②債権・債務関係が明確（課税も可能）

【デメリット】①所有者が個人の場合のみしか利用できない

②「人」単位での管理なので高コスト（全財産が管理対象）

③管理費用・管理人報酬（申立予納金）の高額化

④不動産が共有の場合は不明者全員につき管理人を要選任

⑤所有者が全く特定できない場合には利用不可

■会社清算制度

【デメリット】①申立てできるのは「利害関係人」（株主・債権者等）に限定

■略式代執行

【メリット】 ①素早い対応が可

【デメリット】①要件のハードルの高さ、法的効果の不明確さ

②売却は不可



民法の新しい制度の概要

１ 所有者不明土地・建物管理制度（民法264条の2～264条の8）

所有者に代わり、地方裁判所に選任された弁護士等の専門職の管理人が対
応不動産のみに特化して管理処分を行う制度。事案に即したきめ細やかな対
応・解決が可能。

法人所有の場合も利用可。

２ 管理不全土地・建物管理制度（民法264条の9～264条の14）

所有者の特定の有無・所在不明の有無にかかわらず、所有者により適切な
管理がされず管理不全となっている場合に、地方裁判所に選任された弁護士
等の専門職の管理人が対応不動産のみに特化して管理処分を行う制度。

法人所有の場合も利用可。

※所有者不明土地・建物管理制度を利用できる場合は、そちらを利用した方がよい



所有者不明土地・建物管理制度の概要

１ 管理命令の発令要件

①所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
であること

⇒必要な調査を尽くしても、所有者の特定ができない場合（登記簿、
住民票上の住所、戸籍等の調査）

※市町村長が申立てできる特措法上の要件とは異なる

②必要があると認められること

⇒管理者がいない場合が典型

２ 申立権者

①利害関係人（管理不全により不利益を被る者、公共事業の実施者、購
入計画に具体性のある購入希望者等）

②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により特例が認
められた市町村長（原則として土地の場合のみ）

⇒相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法に
より探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知するこ
とができない場合



所有者不明土地・建物管理制度の概要

３ 管理人の主な権限

①管理処分権の専属

⇒所有者は管理処分権を喪失（登記で公示される）

②保存行為、土地等の性質を変えない範囲での利用・改良行為

⇒これらを超える行為をする場合（売却・除却等）には、裁判所の許
可が必要

４ 管理費用・管理人報酬の負担

土地・建物の所有者の負担

⇒典型的には土地・建物を売却した代金を費用・報酬に充てる

⇒申立て時に管理費用・報酬に相当する金額を裁判所に予納する

売却代金等で費用・報酬がまかなえれば予納金は返還される



所有者不明土地管理制度・所有者不明建
物管理制度の手続の流れ

申立て

異議届出
期間の
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職務の

終了
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不動産所在地の地裁

予納金の納付
嘱託登記によ
る公示

相応しい者
（弁護士等）を選任

対象不動産等
の管理・処分

売却代金等の供託

管理命令取消
・登記抹消

１か月以上

管理人候補者は内定しているので、
この間に管理の方向性について協議



活用事例
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土地・建物の登記名義人Ａが所在不明

管理人
X

所有者不明土地管理命令の申立て

所有者不明建物管理命令の申立て

所有者不明土地管理命令 所有者不明建物管理命令

買受人
Y建物解体費用に充てる

ため土地を任意売却

予納金納付

売買代金

予納金返還

【事例】周辺に被害を及ぼすおそれのある建物を除却したい。

売却代金の残額を供託

隣接住人等の
利害関係人

売却できない場合は、
その時点で事件終結



活用事例
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土地・建物の登記名義人Ａが所在不明

管理人
X

所有者不明土地管理命令の申立て

所有者不明建物管理命令の申立て

所有者不明土地管理命令 所有者不明建物管理命令

予納金納付

土地建物を取得希望者（申立人）へ売却

【事例】財産管理制度を用いて所有者不明土地建物を取得したい。

売却代金は供託

取得希望者



所有者不明土地・建物管理制度の利用可能性

◆土地と建物が別所有者の際の建物除却費用の負担問題

【問題の所在】

建物について除却の代執行を行うと、土地所有者が費用負担なしに更
地化することが可能

⇒土地所有者に対する不当利得返還請求？

⇒土地所有者に除却費用分の寄付の約束？

おそらく土地所有者に負担させるためには法改正が必要

【所有者不明土地管理制度の活用の可能性】

土地についてのみ管理命令を申立て

↓

土地管理人が管理行為として所有者不明建物管理命令の申立て

↓

土地・建物売却代金から土地管理命令申立予納金を支出



管理不全土地・建物管理制度の概要

１ 管理命令の発令要件

①所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権
利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれが
あること

②必要があると認められること

２ 申立権者

①利害関係人（管理不全により不利益を被る者等）

②市町村長（特措法による一定の要件を満たす必要あり）

３ 主な管理権限

①対象の土地・建物の管理

②土地・建物の処分（売却・除却等）には裁判所の許可＋所有者同意が
必要

※動産の処分は裁判所の許可だけで可（所有者の同意不要）

※所有者不明土地建物管理制度の方が使い勝手が良い

４ 費用・報酬は所有者不明土地・建物管理制度と同様に所有者負担



管理不全土地管理制度・管理不全建物管
理制度の手続の流れ

申立て 所有者の
陳述聴取

管理命
令・管理
人の選任

管理人に
よる管理

職務の

終了

14

登記による公
示は無し

相応しい者（弁護
士等）を選任

対象不動産等
の管理・処分

管理不全状態の解消

管理命令取消

処分には裁判
所の許可＋所
有者の同意が
必要

不動産所在地の地裁

予納金の納付

原則として所在
の判明している
所有者の陳述聴
取が必要（改正
非訟９１Ⅲ①）

所有者が反対の
意見を述べた場
合でも発令は可
能（管理の範囲
には限界あり）



活用事例
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建物の屋根材が隣家の敷地内に落下する
おそれあり。登記名義人Ａの所在は判明
しているが、何の対応もしない。

管理人X
→補修工事等を実施し、管理
不全状態の解消

管理不全建物管理命令の申立て

登記名義人へ意見聴取

管理不全建物管理命令

予納金納付

予納金の費用求償

【事例】管理不全建物について、隣接住民が管理不全状態の解消を図りたい。

権利侵害を受け
る隣家の住民

登記名義人A

費用求償できない場
合は、申立人負担

権利侵害の
実態が必要



新制度のメリット・デメリット

■所有者不明土地・建物管理制度

【メリット】 ①「物」単位での管理なので低コスト

②複数共有者が不明の場合にも管理人は１名のみ

③所有者が自然人、法人、全くの不明の場合を問わず利用可

【デメリット】①遺産共有では使えない

②管理に無関係な費用等を管理人は負担できない（税・管理前
の費用等）

③売却できなければ費用回収できないのは従来と同じ

④区分所有建物には利用不可（R8.4.1～可能に）

■管理不全土地・建物管理制度

【メリット】 ①所有者の所在が判明していても利用可

【デメリット】①所有者の同意がなければ処分不可（単なる管理も困難）



新制度利用の留意点
１ 予納金関係

・新たな土地建物管理制度：現在流動的（１件40万程度？）

・不在者財産管理制度：３０～５０万円から

・相続財産清算制度：５０万円から

※建物除却などの管理が当初から見込まれる場合はその費用が加算

※不動産売却により予納金は返還される可能性がある

※裁判所から管理人への費用支出につき源泉徴収される？

２ 制度選択

・「所有者不明」管理制度と「管理不全」管理制度の両方の要件を満たす場
合は、「所有者不明」を選択すべき

・遺産分割が必要な場合や課税する場合など対象者自身の一般的な権利義務
に関わる場合は、不在者財産管理制度、相続財産清算制度を選択すべき
（新制度の管理人の管理処分権は対象不動産だけ）

・区分所有建物は新制度の対象外（R8.4.1～改正区分所有法で対応）

・持分権者が所在不明の場合の解消制度も新設（所在不明共有者制度）

・緊急性がある場合は行政代執行を行うべき



制度の利用場面例
１ 公共事業を進めるために土地を買い取りたいが、登記簿上の所有者（個

人）と連絡が取れない。

⇒不在者財産管理制度（不在者財産管理人選任申立て）

＋所有者不明土地管理命令

２ 地元から対応の要望があった建物は「特定空家等」に認定されているも
のの所有者は所在不明で、行政代執行までは時期尚早と考えられる。

⇒不在者財産管理制度（不在者財産管理人選任申立て）

＋所有者不明土地・建物管理命令

３ 地元から近隣の空き地にゴミが廃棄されていたり雑草が繁茂していたり
することについて相談があったが、空き地の所有者は死亡し、相続人は全
員相続放棄している状態である。

⇒相続財産清算制度（相続財産清算人選任の申立て）

＋所有者不明建物管理命令、管理不全建物管理命令

４ 空き家の利活用を検討している民間団体から相談を受けたが、取得を希
望している空き家の所有者は稼働していない株式会社で連絡が取れない。

⇒会社清算制度（清算人選任の申立て）

＋所有者不明土地・建物管理命令


